
大阪府泉佐野保健所管内給食研究会表彰規定 
 
（目 的） 
第１条 泉佐野保健所管内給食研究会（以下「本会」という）の表彰に関する

事項を定め、 
本会と保健所が協賛により、本会員の施設およびその施設に勤務する優

秀な職員（従業員）を表彰し、衛生思想の普及と栄養改善、給食の管理

に効果を図ることを目的とする。 
（表彰の対象） 
第２条 表彰は次のものに対して行う。 
  １ 本会の会員施設 
  ２ 会員施設に勤務する職員（従業員） 
 
（選考の基準） 
第３条 表彰については、次の基準に該当するものの中から選考する。 

１  施設表彰 
  次の各号に該当する会員施設で、会長、副会長および保健所長が推薦

するもの 
    イ 本会に入会後 5 年以上経過したものまたは前回の受賞より 5 年経過

したもの。 
    ロ 関係法規に基づく衛生基準を保持し、常に維持管理が適正に行われ、

過去 5 年間食中毒その他事故を起こしていないもの。 
    ハ 給食内容については、常に栄養改善に留意し、その記録がよく整理

されているもの。 
       ニ 本会の事業運営および発展に大いなる寄与・貢献のあったもの。 
 
  ２ 職員（従業員）表彰 
     次の各号いずれかに該当する職員（従業員）で、その勤務する会員施

設の代表者から推薦されたもの。 
    イ その施設で 7 年以上精励勤務し、品行とも他の模範として表彰に 

価するもの。 
 ロ 衛生知識をよく理解し、不断の努力と創意工夫及び栄養改善にに励

み、その施設の発展または管理改善に著しく貢献したもの。 
ハ 本会の事業運営および発展に大いなる寄与・貢献のあったもの。 

 
（表彰の時期） 
第４条 表彰は、毎年実施する。表彰式は定期総会において行う。 
（表彰の推薦） 



第５条 推薦は、３月末日現在において、第３条の各号に該当するものについ

て推薦書により、本会会長に提出するものとする。 
 
（被表彰者の決定） 
第６条 本会会長は、表彰審査委員会の審査を経て被表彰者を決定する。 
 
（表彰審査委員会） 
第７条 表彰審査委員会は、委員長、副委員長、並びに委員若干名をもって構

成し、委員長には本会会長、副委員長には保健所長、委員には本会副

会長並びに企画調整課長及び生活衛生室食品衛生課長に委嘱する。 
 
（表彰状） 
第 8 条 表彰状は本会会長名と保健所所長名の連名により作成するものとし、

その様式は別紙の通りとする。 
 
（会長への委任） 
第９条  この規定に定めるほか、必要な事項は本会会長が定める。 
 
（付 則） 

（１）この規定は平成１６年５月２０日から施行する。 
   （２）この規定は平成１７年５月１３日から施行する。（改正） 
   （３）この規定は平成２７年５月２７日から施行する。（改訂） 
   （４）この規定は平成３０年５月２４日から施行する。（改訂） 
 
（沿 革） 
大阪府の行政改革の一環として行われた保健所の統廃合によって、尾崎保健所

が廃止されたので、昭和 51 年 6 月 1 日制定の泉佐野保健所管内集団給食研究会

表彰要領と平成 11 年 5 月 18 日制定の尾崎保健所管内集団給食研究会表彰規定

を、平成 16 年 5 月 20 日に統合し、ここに大阪府泉佐野保健所管内給食研究会

として、表彰規定を定めるものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙） 
 
１ 優良施設  （様式 Ｂ４縦） 
 

 
 
       表彰状 
 
              殿 
 
 貴施設は多年にわたり給食管理業務 
に精励され、また栄養改善と食品衛生 
の向上に尽くされました 
その功績は誠に多大でありますので 
表彰します 
         年 月 日 
大阪府泉佐野保健所管内給食研究会 
    会長 ＸＸ ＹＹ 
大阪府泉佐野保健所 
    所長 ＡＡ ＢＢ 

 
２ 優良職員  （様式 Ａ４縦） 

 
       表彰状 
 
              殿 
 
 あなたは多年にわたり給食管理業務 
に精励され、また栄養改善と食品衛生 
の向上に尽くされました 
その功績は誠に多大でありますので 
表彰します 
         年 月 日 
大阪府泉佐野保健所管内給食研究会 
    会長 ＸＸ ＹＹ 
大阪府泉佐野保健所 
    所長 ＡＡ ＢＢ 



 


